
○ 公  告  

 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 す る 。  

  令 和 ６ 年 ４ 月 2 6 日  

            愛 媛 県 知 事  中  村  時  広  

１  入 札 に 付 す る 事 項  

 （１） 件 名  

   土 地 （ 更 地 ） の 売 払 い  

 （２） 売 り 払 う 土 地 （ 更 地 ） の 所 在 地 、 地 目 及 び 地 積 等  

地目 地積
所在地

土地
予定価格

今治市吉海町名5599番　外３筆 雑　種　地 2,413㎡
(実測：2,415.88㎡)

5,629,000

 

２  入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 等  

 （１） 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格  

   次 の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と ｡  

  ア  地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 2 2 年 政 令 第 1 6 号 ）第 1 6 7 条 の ４ の 規

定 に 該 当 す る 者  

  イ  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３

年 法 律 第 7 7 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 （ 以 下 「 暴 力

団 」 と い う 。 ） 及 び 警 察 当 局 か ら 排 除 要 請 が あ る 者  

 （２） 入 札 参 加 申 込 書 の 提 出  

   こ の 一 般 競 争 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 あ ら か じ め 入 札 参

加 申 込 書 を 次 に よ り 提 出 す る こ と 。 入 札 参 加 申 込 書 の 提 出 の な

い 者 の 入 札 へ の 参 加 は 認 め な い 。  

  ア  提 出 期 間  

    令 和 ６ 年 ４ 月 2 6 日 （ 金 ） か ら 令 和 ６ 年 ６ 月 1 1 日 （ 火 ） ま で

の 執 務 時 間 中 （ 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 午 前 ８ 時 3 0 分 か ら 午

後 ５ 時 1 5 分 ま で を い う 。 ）  

  イ  提 出 場 所  

    愛 媛 県  土 木 部  土 木 管 理 局  用 地 課  特 定 事 業 係  

    〒 7 9 0 - 8 5 7 0  

    愛 媛 県 松 山 市 一 番 町 四 丁 目 ４ 番 地 ２  

    電 話   ( 0 8 9 ) 9 1 2 - 2 6 6 4  

  ウ  提 出 方 法  

    持 参 又 は 郵 送 等 （ 書 留 郵 便 又 は 民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送

達 に 関 す る 法 律 （ 平 成 1 4 年 法 律 第 9 9 号 ） 第 ２ 条 第 ６ 項 に 規 定

す る 一 般 信 書 便 事 業 者 若 し く は 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 特 定



信 書 便 事 業 者 に よ る 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 信 書 便 の 役 務 の

う ち 書 留 郵 便 に 準 ず る も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 提 出

す る こ と 。 電 送 に よ る 提 出 は 、 認 め な い 。  

  エ  郵 送 等 に よ る 提 出 の 取 扱 い  

    郵 送 等 に よ る 提 出 の 場 合 は 、 令 和 ６ 年 ６ 月 1 1 日 （ 火 ） 午 後

５ 時 1 5 分 ま で に 、 イ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 の こ と 。  

 （３） 契 約 条 項 を 示 す 場 所 等  

  ア  契 約 条 項 を 示 す 場 所 、 入 札 心 得 書 及 び 入 札 参 加 申 込 書 の 交

付 場 所 並 び に 問 合 せ 先  

    （２）イ に 掲 げ る 場 所  

  イ  入 札 心 得 書 及 び 入 札 参 加 申 込 書 の 交 付 方 法  

    （２）イ に 掲 げ る 場 所 で 交 付 す る 。  

  ウ  現 地 説 明 の 日 時 及 び 場 所  

   （ア） 日 時  

     令 和 ６ 年 ５ 月 2 4 日 （ 金 ） 午 前 1 1 時 （ ※ 雨 天 中 止 ）  

   （イ） 場 所  

     売 り 払 う 土 地 の 所 在 地  

３  入 札 及 び 開 札  

 （１） 入 札 及 び 開 札 の 日 時  

   令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日 （ 水 ） 午 前 1 1 時  

 （２） 入 札 及 び 開 札 の 場 所  

   愛 媛 県 松 山 市 一 番 町 四 丁 目 ４ 番 地 ２  

   愛 媛 県 庁 第 一 別 館 ４ 階 土 木 部 会 議 室  

 （３） 入 札 書 の 提 出 方 法  

   持 参 に よ り 提 出 す る こ と 。  

４  そ の 他  

 （１） 入 札 及 び 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

   日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  

 （２） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

  ア  入 札 に 際 し て は 、 入 札 金 額 の  1 0 0 分 の ５ 以 上 の 入 札 保 証 金

を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 金 融 機 関 、 指 定 代

理 金 融 機 関 又 は 収 納 代 理 金 融 機 関 が 振 出 し 又 は 支 払 保 証 を

し た 小 切 手 を も っ て 入 札 保 証 金 の 納 付 に 代 え る こ と が で き

る 。  

  イ  契 約 に 際 し て は 、 契 約 金 額 の 1 0 分 の １ の 契 約 保 証 金 を 納 付

し な け れ ば な ら な い 。  

 （３） 入 札 の 無 効  

   ２ （１）に 掲 げ る 資 格 を 有 し な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 及 び 入 札



者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ た 者 の 提 出 し た 入 札 書 は 、

無 効 と す る 。  

 （４） 契 約 書 作 成 の 要 否  

   要  

 （５） 落 札 者 の 決 定 方 法  

   愛 媛 県 会 計 規 則 （ 昭 和 4 5 年 愛 媛 県 規 則 第 1 8 号 ） 第  1 3 3 条 の 規

定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 高 価 格 を

も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

 （６） 売 り 払 う 土 地 の 用 途 制 限  

  ア  落 札 者 は 、 契 約 締 結 の 日 か ら 1 0 年 間 、 売 り 払 う 土 地 を 風 俗

営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 2 3 年 法

律 第 1 2 2 号 ）第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 風 俗 営 業 、同 条 第 ５ 項 に

規 定 す る 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 業 の 用

に 供 し 、 又 は こ れ ら の 用 に 供 さ れ る こ と を 知 り な が ら 、 売 り

払 う 土 地 の 所 有 権 を 第 三 者 に 移 転 し 、 若 し く は 売 り 払 う 土 地

を 第 三 者 に 貸 し て は な ら な い 。  

  イ  落 札 者 は 、 契 約 締 結 の 日 か ら 1 0 年 間 、 売 り 払 う 土 地 を 暴 力

団 又 は 法 律 の 規 定 に 基 づ き 公 の 秩 序 等 を 害 す る お そ れ の あ

る 団 体 等 で あ る こ と が 指 定 さ れ て い る も の の 事 務 所 そ の 他

こ れ に 類 す る も の の 用 に 供 し 、 又 は こ れ ら の 用 に 供 さ れ る こ

と を 知 り な が ら 、 売 り 払 う 土 地 の 所 有 権 を 第 三 者 に 移 転 し 、

若 し く は 売 り 払 う 土 地 を 第 三 者 に 貸 し て は な ら な い 。  

  ウ  ア 又 は イ の 条 件 に 違 反 し た 場 合 は 、 県 の 定 め る 金 額 を 違 約

金 と し て 県 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

 （７） そ の 他  

   詳 細 は 、 入 札 心 得 書 に よ る 。  

 


